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１月～８月の被害 

 22 件約 7,357 万円 

 

※数値は暫定。 

今後変わる場合があります。 

※前年同月 

１３件 ６，５４９万円 

市役所の職員を名乗り、還付金があり、受け取るため
に新しいキャッシュカードと交換する必要があるとい
う名目で、市役所の職員を名乗る者に、自宅でキャッ
シュカードを渡してしまい、お金を引き出されてしま
った。 

長男を名乗り、女性と浮気して子供が出来たので、中
絶費用や慰謝料が必要という名目で、路上でお金を
渡してしまった。 

市役所や金融機関の職員を名乗り、健康保険の還付
金があり、今日中ならＡＴＭで受け取りの手続きがで
きるという名目で、ＡＴＭでお金を振り込んでしまっ

た。 

 市内で特殊詐欺被害が急増しています！ 
不審な電話があった場合、家族や警察に相談しましょう。
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狭山市交通防犯課 電話：04-2953-1111 / 狭 山 警 察 署 電話：04-2953-0110 

         

１０月１１日は『減らそう犯罪の日』です 

１０月１１日は、埼玉県防犯のまちづ
くり推進条例が定める「減らそう犯罪の
日」です。例年、県民の防犯意識の向上
と県民参加による取組により犯罪の減少
を図るため、県下一斉パトロールを実施
しております。 
つきましては、地域の防犯パトロール

にご協力をお願いいたします。 

特殊詐欺対策機器購入費補助金の 
申請を受付しております！ 
現在、特殊詐欺被害防止効果が期待できる電

話機等の購入費用に補助を行っています。 

市内では連日、不審な電話が確認されており

ます。『自分は大丈夫』という考えを止め、

詐欺被害に遭わないためにも、対策を取りまし

ょう。 

なお、交通防犯課の窓口において、特殊詐欺

対策機器の見本を設置します。実際にお手に取

ってお試しいただくことができますので、是非

お越しいただき、申請の際のご参考にしてくだ

さい。 

特に詐欺が増える傾向にある年末年始に向

けて、今から対策を取りましょう！ 

申請締切：令和７年２月２８日（金） 

 

詳細については、
市HPをご参照くだ
さい。 

 

 

 


